
（平成２１年７月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 24 件

国民年金関係 13 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 26 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 16 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



千葉国民年金 事案 1426 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年３月から同年５月までの期間及び

39 年２月から同年７月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月から 39 年７月まで 

    昭和 37年３月に私の父が国民年金の加入手続を行い、39年７月まで、

兄や叔母と一緒に国民年金保険料を納付しており、私がＡ事業所で働い

ているときに、国民年金から脱退しようとしたが、集金人に「国民年金

は国民の義務だから脱退できません。」と言われて、ずっと納付していた。

39 年８月に結婚し、これを契機にようやく脱退したので、この期間の記

録が無いのは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の資格記録は、当初、昭和 37 年３月 29 日資格取得、

39 年８月 20 日資格喪失となっていたが、その後、平成 14 年４月 18 日に

社会保険事務所で、昭和 37 年６月１日資格喪失に訂正されており、当初の

記録と、結婚する前月である 39 年７月まで国民年金に加入していたという

申立人の記憶とが一致しており、申立人の申立内容には信用性がある。 

また、申立期間当時、申立人と一緒に納付していたとする申立人の兄は、

申立期間のうち、昭和 36 年度及び 37 年度のうち６か月が納付済みで、叔

母はすべて納付済みであることから、申立人の申立期間についても同様に、

国民年金保険料を納付していたと考えるのが自然である。 
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

   しかしながら、申立人は、昭和 37 年６月から 39 年１月まで厚生年金保

険の被保険者であり、国民年金の被保険者となり得る期間でないことは明

らかであることから、この期間の記録の訂正を行うことはできない。 



千葉国民年金 事案 1427 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年 12月から 44年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 12 月から 44 年３月まで 

    昭和 43 年 12 月から 44 年３月までの国民年金保険料は、43 年 12 月に

Ａ市に転入した際、市役所で国民年金の加入手続を行い、妻の保険料と

ともに納付したはずであり、妻は納付済みと記録されているのに、自分

の記録が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は４か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金

保険料をすべて納付している。 

また、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は夫婦連番で払い出されてお

り、当該手帳の昭和 43 年度の検認記録欄は夫婦ともＡ市で昭和 43 年７月

から同年 11月の保険料が 43年 12月 13日付けで検認されていることから、

申立期間当時、夫婦同日に保険料を納付していたことが推認できるところ、

妻の社会保険庁の記録は申立期間を含む 43 年７月から 44 年３月までの期

間が当初より納付済みと記録されている。 

さらに、申立人が所持している国民年金手帳の検認記録欄によると、申

立期間に近接する昭和 43 年７月から同年 11 月までの納付記録が、平成 20

年 11 月 14 日に社会保険事務所で未納から納付済みに訂正されており、申

立期間当時、行政側の記録管理が適正に行われていなかったことがうかが

える。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1428 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57年７月から 58年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年７月から 58 年３月まで  

    社会保険庁が管理する私の年金記録のうち、申立期間は未納期間と記

録されているが、私は昭和 53 年８月より国民年金に加入し、58 年６月

まで夫婦一緒に国民年金保険料を納付していたにもかかわらず、申立期

間について妻のみが納付済みで、私は未納とされていることには納得が

いかない。   

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年８月に国民年金に加入以降、申立人とその妻の国民

年金記録がほとんど一致していることから、基本的に国民年金保険料を夫

婦一緒に納付していたものと考えられ、申立人の妻は申立期間の保険料を

納付していることから、申立人の申立期間の保険料についても同様に納付

していたと考えるのが自然である。 

   また、申立期間は、９か月と短期間であるとともに、申立期間後の期間

は納付済みである。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



千葉国民年金 事案 1429 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年７月から 48 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年７月から 48 年３月まで 

             ② 昭和 48 年 10 月から 54 年３月まで 

私は､昭和 47 年７月にＡ市役所で国民健康保険と国民年金の加入手続

を行い､当時、Ａ市Ｂに住んでいたが､国民年金保険料の納付は勤務して

いたＣ社(Ｄ区Ｅ、Ｆ区Ｇ)の近辺の銀行で納付していたので、申立期間

について未納とされていることに納得できない。昭和 52 年及び 53 年分

の確定申告書の写しを提出するので、認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の任意加入者の被保険者資格取

得年月日から昭和 48 年１月に払い出されたと考えられ、この時点において

申立期間①についての国民年金保険料は、現年度納付することが可能であ

り、現に、同年４月からの保険料は納付されている上、申立期間①は、９

か月と短期間であり、納付しなかったとは考え難い。 

一方、申立期間②については、66 か月と長期間であり、これだけ長期間

にわたり、金融機関を通じ国民年金保険料を納付してきたとするにもかか

わらず、その収納整理事務を行政側が続けて誤るということも考え難い。 

また、申立人から提出された昭和 52 年及び 53 年分の確定申告書の写し

の社会保険料控除額及び昭和 53 年度国民健康保険料納入通知書の保険料

額から、52 年及び 53 年分の国民年金保険料を納付したとすると実際の社

会保険料控除額は確定申告書記載の額よりも多くなるものと考えられ、52

年及び 53 年分の国民年金保険料を納付したとは推認できない。 

さらに、申立期間②の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家



計簿等）が無く、このほか申立期間②の保険料を納付していたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 47 年７月から 48 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



千葉国民年金 事案 1430 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年 10月及び 48年１月から同年３月までの期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年 10 月 

             ② 昭和 48 年１月から同年３月まで 

        私は、昭和 47 年 10 月の結婚を契機に、Ａ市役所で妻が私の国民健康

保険と国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は、妻が同市役所に

納付していた。47 年 11 月、同年 12 月及び 48 年４月以降は納付してあ

るのに昭和 47 年度の４か月を納付しないはずはなく、申立期間について

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の所持する国民年金手帳の昭和 47 年度の昭和 47 年 10 月から 48

年３月までの検認欄に検認印はないが、社会保険庁の記録では 47 年 11 月

及び同年 12 月が納付済みとなっており､申立人の特殊台帳にはその理由の

記録が無く、当時は３か月ごとの納付であり、申立期間①の 47 年 10 月の

１か月分のみが未納となっていることは不自然である上、申立期間②につ

いても 47 年 11 月及び同年 12 月の国民年金保険料を納付し、48 年８月に

同年４月から同年９月までが印紙検認されていることからも保険料を納付

したものと考えるのが自然である。 

また、申立人の納付記録は、昭和 47 年４月から申立期間を除き、60 歳

で資格喪失するまで国民年金の加入期間はすべて納付済みとされており､

厚生年金保険への加入及び喪失による変更手続も適正に行われていること

から、年金に対する意識は高かったものと考えられるほか、申立期間は合

計して４か月と短期間である上、一緒に国民年金保険料を納付していたと

する申立人の妻にも未納期間は無い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 1431 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年１月から平成元年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 
    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年１月から平成元年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、勤務先の近くの金融機関窓口で私が納

付した。私の都合のつかないときは、当時大学生だった長女又は次女が

自宅近くの金融機関窓口で納付した。申立期間が未納となっていること

に納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 50 年９月に国民年金に任意加入して以来、申立期間を除き

国民年金保険料をすべて納付済みであり、53 年４月から 61 年３月までは

付加保険料も納付していることから、保険料の納付意欲は高かったものと

推認される。 

また、申立人は昭和 63 年１月 22 日に市役所に行き、国民年金第３号被

保険者から第１号被保険者に切り替える手続を自主的に行っているところ、

切替手続のみを行い、申立期間の保険料を納付しないのは不自然である。 

さらに、申立人の長女は、大学生だった申立期間当時、申立人から依頼

されて自宅近くの金融機関で国民年金保険料等を納付したと証言している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1432   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年１月から同年３月まで 

    私は、子供を学区外の中学校に通わせるため、昭和 57 年１月から 60

年４月までの期間、Ａ県Ｂ市からＣ市に母子で住所を変更した。申立期

間の３か月分の国民年金保険料１万 3,500 円を間違いなく集金人に払っ

たのに、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚直後の昭和 42 年 11 月９日に国民年金に任意加入後、申

立期間を除いて長期間にわたって国民年金保険料を納付済みであり、納付

意識が高かったと認められることから、申立期間の３か月分を納付しなか

ったと考えるのは不自然である。 

また、申立人は、子供を学区外の中学校に通学させるため、書類上、住

民票をＣ市に異動したと説明しているところ、申立期間後はＣ市において

納付記録がある上、申立人が納付したとする保険料は当時の保険料額と一

致することから、申立期間はちょうど住所変更直後の時期でもあり、Ｃ市

への転入手続と合わせて国民年金への加入手続を行い、申立期間の保険料

を現年度納付又は過年度納付したと考えるのが自然である。 

さらに、申立人の夫は、申立期間及びその前後において、継続して同一

会社に勤務しており、生活に大きな変化はなかったと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1433 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 57年４月から 58年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月から 58 年３月まで 

申立期間の昭和 57 年度の国民年金保険料は、昭和 57 年４月に銀行口

座から現金を下ろして、妻の分と一緒に一括納付した。妻が納付済みに

なっているのに、私の 57 年７月から 58 年３月までの保険料が未納にな

っているのは納得できない。 

    また、昭和 57 年４月から６月までの期間については、昭和 58 年度に

３か月分の重複納付保険料があったので、これを充当したと社会保険事

務所では説明しているが、もともと保険料を納めた期間への充当なので

還付してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫婦二人分の昭和 57 年度の国民年金保険料を一括納付するた

め、銀行口座から現金を下ろしたと主張しているところ、申立人が所持す

る預金通帳により、昭和 57 年４月８日に 12 万 2,260 円を出金しているこ

とが確認でき、当該額は申立期間の二人分の前納保険料の金額と一致して

いる上、社会保険庁の電算記録により、申立人の妻は、申立期間の保険料

を現年度納付していることが確認できる。 

また、申立人は、昭和 54 年５月 30 日に厚生年金保険の被保険者資格を

喪失した後、60 歳になる前月の平成 13 年２月まで、申立期間を除き保険

料を納付し続けている上、老齢基礎年金を満額受給するために同年４月か

ら 18 年２月まで国民年金に任意加入するなど、納付意欲の高さがうかがえ

る（13 年５月から 18 年２月までの保険料については、申立人の過去の厚

生年金記録が判明したことから、18 年６月に還付されている。）。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 1434 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

私の国民年金の加入手続については、姉の分と一緒に父が行い、国民

年金保険料についても姉の分と一緒に納付してくれていた。申立期間に

ついて姉が納付済みとなっているのに、私が未納となっているのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その父が国民年金の加入手続を行ってくれたと主張している

ところ、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入被保険者の加入

時期から、昭和 37 年１月以前に申立人の加入手続が行われていることが推

認でき、その時点で申立期間の国民年金保険料は現年度納付が可能である

上、加入直後から未納とするのは不自然である。 

また、申立人の父は、申立期間後の昭和 37 年４月から申立人が結婚した

44 年※月まで保険料を納付し続けており（42 年９月から 43 年 11 月までに

ついては、厚生年金保険との重複納付が判明したことから、平成８年 10

月に還付されている。）、申立期間の 12 か月分についてもその父が納付して

くれていたと考えるのが自然である。 

なお、申立人の姉は、Ａ県Ｂ市が保管する被保険者名簿の納付記録によ

り、申立期間のうち、昭和 36 年４月から同年７月までの期間は現年度納付

しているものの、同年８月から 39 年３月までの期間については、47 年６

月 28 日に特例納付していることが確認でき、父が一緒に納付してくれてい

たという申立人の主張とは合致しないが、当時は３か月ごとにまとめて納

付するのが原則であるため、昭和 36 年度のうち４か月分だけを現年度納付

したことになっているのは不自然であり、行政側の事務処理に過誤があっ

た可能性を否定できない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 1435 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年１月から同年３月まで 

    昭和 62 年３月にＡ区で会社勤めを始めるまでは、国民年金保険料の支

払いを怠ったことはなく、申立期間が未納となっているのは納得できな

い。 

なお、Ｂ市に住んでいた昭和 49 年４月から 50 年３月までの期間も未

納となっていたが、この期間については、偶然、領収書が見付かったこ

とで記録が訂正されており、社会保険庁の記録は信用できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48 年 11 月９日に国民年金に任意加入後、申立期間を除

いて長期間にわたって国民年金保険料を納付済みであり、納付意識が高か

ったと認められることから、申立期間の３か月分を納付しなかったと考え

るのは不自然である。 

また、申立人が納付したとする保険料は当時の保険料額と一致しており、

申立内容に不自然さは見受けられない。 

さらに、申立人の夫は、申立期間及びその前後の期間において、継続し

て同一会社に勤務しており、生活に大きな変化は無かったと考えられる。 

加えて、現在、納付済みとなっている昭和 49 年４月から 50 年３月まで

の期間については、当初未納となっていたものが、申立人から領収書を提

示されたことにより平成 15 年２月 13 日に記録訂正されたものであり、行

政側の記録管理が適正に行われていなかったことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1436 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年 10 月から 41 年５月までの期間及び 44 年７月から同

年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

                  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年 10 月から 41 年５月まで 

             ② 昭和 44 年７月から同年９月まで 

    申立期間については、私が大学在学中に母が国民年金の加入手続を行

い、結婚するまで国民年金保険料を納付してくれていたのに未納とされ

ているのは納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、その母が申立人の国民年金の加入手続を行い、昭和 45 年※

月に結婚するまで国民年金保険料を納付してくれていたと主張している

ところ、その母は、国民年金制度が発足した 36 年４月から 60 歳になる

まで保険料を完納している上、申立人に係る国民年金から厚生年金保険

への切替手続を適切に行い、申立期間及び厚生年金保険加入期間を除き

申立人の保険料を納付し続けており、年金制度を良く理解し、納付意識

も高かったと認められる。 

   

  ２ 申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、その払出

簿により昭和 42 年３月 27 日に払い出されていることが確認できるとこ

ろ、社会保険事務所が保管する申立人の特殊台帳により、当初 41 年 10

月 31 日となっていた申立人の被保険者資格（強制）取得日が、時期は不

明であるが、40 年 10 月 31 日に記録訂正されていることが確認できるこ

とから、当該訂正が 43 年１月までに行われた場合、申立期間①について

過年度納付した可能性を否定できない。 

    また、当該記録訂正により被保険者資格取得日となった昭和 40 年 10



月 31 日時点で、申立人は大学在学中であり、任意加入被保険者として取

り扱われるべきところ、強制のまま被保険者資格取得日を訂正している

ことについて合理的な理由は無く、行政側の事務処理が適正に行われて

いなかったことがうかがえる。 

 

  ３ 申立期間②については、前後の期間は納付済みで、３か月と短期間で

ある上、保険料を納付してくれていたとする申立人の母は、申立期間及

びその前後の期間を納付済みであることから、自分の保険料を納付した

にもかかわらず、申立人の保険料を一緒に納付しなかったとは考え難い。 

    

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1437 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和36年４月から46年３月までの期間及び51年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 46 年３月まで 

② 昭和 51 年１月から同年３月まで 

Ａ市役所から国民年金の加入を勧められ、昭和 49 年６月ごろ、市役所

で夫婦二人分の加入手続を行い、それから常に夫婦二人分の保険料を同

じように納めていた。申立期間の保険料は、自宅に届いた特例納付の勧

奨はがきに「昭和 36年度から 45年度までの期間及び 50年度の３か月分」

が未納でこのままでは年金が受け取れないかもしれないと記載されてい

るのを読み、55 年６月ごろ、48 万円くらいを妻が納付しに行った記憶が

ある。また、申立期間①については、夫婦二人分の保険料を同じように

納めていたはずで、妻の保険料が納付済みの期間について自分の分が未

納とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、特例納付の勧奨はがきをきっかけに、昭和 55 年６月ごろに、

妻が申立期間に係る二人分の国民年金保険料を特例納付したと主張し

ているところ、当該時期は第３回特例納付実施期間中であり、納付した

とする金額は特例納付金額とおおむね一致している。 

    また、申立人の妻については、申立期間①を含む昭和 36 年４月から

47 年３月までの期間は未納とされていたが、Ｂ市の保管する国民年金被

保険者名簿により納付の事実が確認されたことから、平成 20 年９月 18

日に記録訂正が行われ納付済みとなり、その後、厚生年金保険の加入期

間である 36 年４月から 37 年 11 月までの期間については、国民年金保

険料の還付処理が行われている。 



さらに、申立期間①については、同じくＢ市の保管する申立人の被保

険者名簿により、平成９年２月に、納付済みの記録が未納へと記録訂正

されていることが確認できるが、当該記録訂正に合理的な理由は無く、

行政側の事務処理に不自然さがうかがえる。 

 

  ２ 申立期間②については、前述の特例納付の勧奨はがきに申立期間①及

び②（合計 123 か月）が未納であると記載されており、申立期間①（120

か月）については特例納付したことが推認できるところ、申立期間②が

３か月と短期間であることを踏まえると、過去の未納分を一括して特例

納付したと考えるのが自然である。 

   

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



千葉国民年金 事案 1438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和36年４月から37年11月までの期間、47年４月から48年３月

までの期間及び51年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 37 年 11 月まで 

② 昭和 47 年４月から 48 年３月まで 

③ 昭和 51 年１月から同年３月まで 

Ａ市役所から国民年金の加入を勧められ、昭和 49 年６月ごろ、市役所

で夫婦二人分の加入手続を行い、それから常に夫婦二人分の保険料を同

じように納めていた。申立期間の保険料は、自宅に届いた特例納付の勧

奨はがきに「昭和 36年度から 47年度までの期間及び 50年度の３か月分」

が未納でこのままでは年金が受け取れないかもしれないと記載されてい

るのを読み、特例納付したはずである。申立期間②及び③が未納とされ

ているのは納得できない。 

また、申立期間①については、今までずっと納付済み期間と思ってい

たのに、平成 20 年 10 月になって、脱退手当金の支給済み期間であるた

め保険料を還付すると言われたが、納得できない。納付済み期間として

認めて年金支給額に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の主張どおり、申立期間①を含む昭和

36 年度から 46 年度までの期間を特例納付により納付していることは認

められるものの、申立人は厚生年金保険に加入していたことが判明した

ため、国民年金被保険者となり得る期間でないことから平成 20 年 10 月

９日に還付決議が行われている。 

    しかし、この厚生年金保険加入期間は、脱退手当金が支給されており、



年金額の計算の基礎にならず年金給付がなされない期間であり、申立人

が保険料を納付してから既に 20 年以上が経過していることなどを踏ま

えると、申立人の国民年金の受給期待権は尊重されるに値すべきものと

考えられ、被保険者となり得ないことを理由に、申立期間①の被保険者

資格を認めず納付済み期間としないのは、信義則に反するものと考えら

れる。 

 

  ２ 申立期間②及び③については、第３回目の特例納付の勧奨はがきに昭

和 36 年度から 47 年度までの期間及び 50 年度の３か月（合計 147 か月）

が未納であると記載されており、36 年度から 46 年度までの 132 か月は

納付済みとなっていることが確認できるところ、申立期間②及び③が合

計 15 か月と比較的短期間であることを踏まえると、過去の未納分を一

括して特例納付したと考えるのが自然である。 

    また、申立人は、昭和 36 年４月から 47 年３月までの期間についても

未納とされていたが、Ｂ市の国民年金被保険者名簿により納付の事実が

確認されたことから、平成 20 年９月 18 日に記録訂正が行われており、

行政側の記録管理に不備がうかがえる。 

   

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 831 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 44 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 12 月１日から３年 11 月 27 日まで 

    社会保険庁の記録では、平成元年 12 月から３年 10 月までの標準報酬

月額が 12 万 6,000 円にさかのぼって減額訂正されているが、当時、私

は営業担当の取締役であり、社会保険関係の事務手続に関与する立場で

なかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所の厚生年金保険の被保険者記録によると、当初、申立人

がＡ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額は 44 万円と記録されてい

た。ところが、同事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成３

年 11 月 27 日より後の同年 12 月 24 日付けで、元年 12 月１日にさかのぼ

って、申立期間の標準報酬月額を 12 万 6,000 円に引き下げる処理がされ

ているが、社会保険事務所において、このような処理を行うべき合理的理

由は見当たらない。 

また、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本から取締役の役職にあっ

たことが確認できるが、事業主は「申立人は標準報酬月額の取消及び訂正

処理には関与しておらず、知り得る立場にもなかった。」と供述している

こと、申立期間に在籍していた従業員２名も「申立人は営業担当の取締役

であり、経理、社会保険関係の職務には関与しておらず、当該業務は事業

主が行っていた。」と供述していることから、申立人が当該標準報酬月額

に係るさかのぼった訂正処理に関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、44 万円と訂正

することが妥当である。



                      

  

千葉厚生年金 事案 832  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ事業所における資格取得日は昭和 28 年５月１日、資格喪失

日は同年８月 25 日であると認められることから、厚生年金保険被保険者

の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 28 年５月から同年７月までの標準報酬月額を 8,000 円とす

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年５月１日から同年９月 25 日まで 

② 昭和 44 年２月４日から 50 年１月１日まで 

    私は、昭和 26 年６月から 29 年 11 月までの間、Ｂ（都道府県名）に

滞在し、Ｃ事業所で勤務していたが、28 年５月から同年８月までの期

間について厚生年金保険被保険者期間とは認められないとＤ社会保険

事務所から回答を受けた。 

また、昭和 44 年２月からＥ事業所（その後、Ｆ事業所、Ｇ事業所、

Ｈ事業所、Ｉ事業所、Ｊ事業所となる。）に就職したが、同年２月か

ら 49 年 12 月までの期間について、厚生年金保険被保険者期間とは認

められないとＤ社会保険事務所より回答を受けた。 

納得がいかないので再調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、社会保険事務所が保管するＡ事業所の厚生年金

保険被保険者名簿において、「健康保険の番号：Ｋ、厚生年金保険の記号

番号：Ｌ、氏名：Ｍ（申立人と同姓同名）、生年月日：Ｎ、資格取得日：

Ｏ、標準報酬月額：Ｐ、資格喪失日：Ｑ」の記録が確認できる。 

また、Ａ事業所については、申立人はその名称に記憶が無いとしている

が、申立人が記憶する同僚が申立期間においてＡ事業所に勤務しているこ

とが当該被保険者名簿によって確認できる。 

さらに、上記の記録は、社会保険事務所が保管するＣ事業所の厚生年金

保険被保険者名簿に記録されている申立人の漢字氏名と一字が異なるもの

の、厚生年金保険被保険者手帳記号番号及び生年月日が一致することから

申立人の記録であると認められる。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の記録であ

り、申立人のＡ事業所における資格取得日は昭和 28 年５月１日、資格喪

失は同年８月 25 日であると認められる。 

一方、申立期間①のうち、昭和 28 年８月 25 日から同年９月 25 日まで

の期間については、Ａ事業所における事業主及び同僚の連絡先が不明であ

り、照会することができず、このほかに関連資料及び周辺事情が無いこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   なお、昭和 28 年５月から同年７月までの標準報酬月額については、社

会保険事務所が保管するＡ事業所の厚生年金保険被保険者名簿から、

8,000 円とすることが妥当である。 

   他方、申立期間②については、Ｅ事業所及びＦ事業所は社会保険事務所

の記録において、厚生年金保険の適用事業所となっていない上、申立人と

同様にＦ事業所の取締役である申立人の兄は、昭和 42 年１月から 49 年

12 月まで国民年金に加入していることが社会保険庁の記録から確認でき

る。 

また、申立人には、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票などの資料は無く、申立期

間当時の事業主は、「自分は名目上の代表取締役であり、会社の事業には

一切関与しておらず、申立てどおりの資格取得及び資格喪失の届出を行っ

たかについては不明。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間①のうち昭和 28 年８月 25 日から同年９月

25 日までの期間及び申立期間②において、事業主により厚生年金保険料

控除がなされたことを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立人の申立期間①

のうち昭和 28 年８月 25 日から同年９月 25 日までの期間及び申立期間②

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 833 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年４月 16 日から同年 11 月 30 日まで 

    私は、平成５年４月 16 日から同年 11 月 30 日まで、Ａ区Ｂに在った

Ｃ社に勤務していたが、今般、Ｄ社会保険事務所から、6 年 11 月 21 日

に申立期間の標準報酬月額が 20 万円に減額訂正されている旨の説明を

受けた。事業主から当該減額について説明された記憶が無いので､調査

の上、その記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社は、平成５年 11 月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いるところ、社会保険庁の記録によると、翌年の６年 11 月 21 日付けで、

申立人の標準報酬月額の記録が、５年４月から同年 10 月までの期間につ

いては 53 万円から 20 万円にさかのぼって訂正されていることが確認でき

るが、社会保険事務所において、このような処理を行うべき合理的理由は

見当たらない。 

また、申立人は、Ｃ社の閉鎖登記簿謄本により申立期間当時取締役であ

ったことが確認できるが、申立期間に係る雇用保険加入歴を有しているほ

か、複数の役員及び経理担当の社員が「申立人は、厚生年金保険に係る届

出事務について関与していなかった。」旨の供述をしていることから、申

立人は、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の訂正処理は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、平成５年４月から同年 10 月までは 53 万

円とすることが妥当である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 834 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を 28万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年５月 18日から同年９月 21日まで 

    私の夫は、平成４年５月にＡ社に入社し、給与は前の会社と同様の 30 万

円ぐらいだったと記憶している。社会保険事務所の記録では標準報酬月額

が 18万円となっているが、納得できない。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成５年１月７日に解散を理由に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その約１年後の

６年１月 24 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が申立期間について 28

万円から 18 万円にさかのぼって訂正されていることが確認できるが、社会保

険事務所において、このような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

また、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、申立人は役員ではないことが

確認でき、元事業主は、「申立人はＢ（業種）の技術者であって、経理及び

社会保険関係の事務には関与していなかった。」と証言している上、標準報

酬月額の記録訂正が行われた平成６年１月 24 日時点で、申立人は別の事業所

に勤務していることから、当該遡及
そきゅう

訂正処理に関与していなかったものと認

められる。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものとは

認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出たとおり 28万円とすることが妥当である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案835 

 

第１ 委員会の結論  

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を、平成２年８月から６年10月までは53万円、同年11月から９

年５月までは59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住  所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 平成２年８月１日から９年６月23日まで 

Ａ社での給与は、ずっと60万円ぐらいであり、平成２年８月から９年５

月までの標準報酬月額が低くなっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成９年６月23日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている

ところ、社会保険庁の電算記録により、同日付けで申立人の標準報酬月額の

記録が２年８月から６年10月までの期間については53万円から８万円に、同

年11月から９年６月までの期間については59万円から９万2,000円に、それぞ

れさかのぼって訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所におい

て、このような処理を行うべき合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、申立期間当時は取

締役であったことが確認できるが、社会保険事務を担当していた取締役が

「標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正をしたことを知っていたのは、社長と担当した自

分だけであり、申立人は知らなかった。」と証言している上、申立人は、主

に設計業務を担当し、兼務役員として雇用保険にも加入していることから、

申立人は標準報酬月額の訂正には関与していなかったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものとは

認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出たとおり、平成２年８月から６年10月までは53万円、同年

11月から９年５月までは59万円とすることが妥当である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 836 

 

第１ 委員会の結論 

      事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年９月１日から３年 11月 30日まで 

    社会保険庁の記録では、平成２年９月から３年 10 月までの標準報酬月額

が８万円となっているが、誤りであると思うので、当該期間の標準報酬月

額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成４年４月 21 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている

ところ、社会保険庁の電算記録により、その約半年後の同年 10 月７日付けで、

申立人の標準報酬月額の記録が申立期間について 53 万円から８万円にさかの

ぼって訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所において、この

ような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

   また、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、申立期間当時、取

締役であったことが確認できるが、事業主は「申立人は、当該遡及
そきゅう

訂正処理

に関わっていなかった。」と証言している上、標準報酬月額が訂正された平

成４年 10 月７日時点で、申立人は別の事業所に勤務していたことから、申立

人は当該訂正処理に関与していなかったものと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものとは

認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出たとおり、53万円と訂正することが妥当である。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 837 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年９月から 63 年６月までの期間につ

いて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を、昭和 62 年９月は 41 万円、同年 10 月は 44 万円、同年 11 月か

ら 63 年３月までは 47 万円、同年４月は 36 万円、同年５月及び同年６月は

38万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年９月１日から 64年１月１日まで 

自分の年金記録が合っているか疑問を持ち、所持していた給与明細書を

持って社会保険事務所を訪問し、社会保険事務所の職員と確認したところ、

会社からの標準報酬月額の届出が間違っていると思われる期間が見付かっ

たので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 62 年９月から 63 年６月までの期間については、申

立人が所持する給与明細書により、申立人は、その主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

一方、申立期間のうち、昭和 63 年７月から同年 12 月までの期間について

は、給与明細書により、社会保険事務所に届け出られている標準報酬月額に

相応する厚生年金保険料が控除されていることが確認できることから、当該

期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

また、申立期間のうち、昭和 62 年９月から 63 年６月までの期間の標準報

酬月額は、当該期間の給与明細書から 62 年９月は 41 万円、同年 10 月は 44



                      

  

万円、同年 11 月から 63 年３月までは 47 万円、同年４月は 36 万円、同年５

月及び同年６月は 38万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給

与支給明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会

保険事務所で記録されている標準月額が昭和 62 年９月から 63 年６月までの

間にわたって一致していないことから、事業主は、給与支給明細書で確認で

きる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険

事務所は、当該期間の保険料について申立人の主張する標準報酬月額に見合

う納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 838  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格取得日に係る記録を昭和 36 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を、同年５月から同年９月までは１万 8,000 円、同年 10 月から 37 年１月ま

では２万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年５月１日から 37年２月 16 日まで 

私は、昭和 33 年 10 月５日にＣ社（現在は、Ｄ社）に就職し、途中でＡ

社に出向したものの、41 年４月 16 日に退職するまで継続して勤務し、一

貫して厚生年金保険料を控除されていた。社会保険庁の記録では、申立期

間について厚生年金保険に加入した記録が無く、納得ができないので、被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社の人事労務担当者から、「『退職連絡簿』により、申立人は、昭和 33

年９月に入社し、41 年４月に弊社のグループ会社であるＡ社を退職している

ことが確認できる。」との回答が得られたことから、申立人は、申立期間を

含めて、Ｄ社又はそのグループ会社に継続して勤務していたと認められる。 

また、当該人事労務担当者は、「申立人の人事記録が保存されていないた

め、申立期間において弊社のどのグループ会社で勤務していたか不明。」と

回答しているものの、事業所名は不明だが、申立期間を含む昭和 36 年４月

30 日から 41 年４月 15 日まで、同一事業所に雇用されていたことを示す雇用

保険記録があり、申立人が 37 年２月 16 日にＡ社において厚生年金保険の被

保険者資格を取得していることを考え併せると、申立人が申立期間において

Ａ社に勤務していたことが推認できる（36 年５月１日にＣ社からＡ社に出

向。）。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の申立期間前後の社会

保険事務所の記録から、昭和 36 年５月から同年９月までは１万 8,000 円、

同年 10月から 37年１月までは２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、仮に事業主から申立てどおりの被保険者

資格の取得届が提出された場合、その後算定基礎届又は月額変更届を提出す

る機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当

該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事

業主が社会保険事務所の記録どおりの資格取得の届出を行っており、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 36 年５月から 37 年１月までの保

険料の納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 839  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、平成５年３月１日で

あると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

また、平成４年 12 月から５年２月までの標準報酬月額については９万

2,000円とすることが妥当である。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 12月 31日から５年３月１日まで 

申立期間は、Ａ社に勤務し、厚生年金保険料も控除されていたので、こ

の期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚３人の供述から、申立人が、平成５年３月１日まで、Ａ社に継続して

勤務していたことが認められる。 

一方、社会保険事務所の記録では、申立人は、平成４年 12 月 31 日に厚生

年金保険の被保険者資格を喪失しているが、その処理がされたのは、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった５年３月 26 日より後の同年７月７日

であり、当該事業所において、申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格

を喪失している者の記録の中には、申立人と同様、５年７月７日に、遡及
そきゅう

し

て資格喪失の処理がなされたものが複数認められる。 

また、遡及
そきゅう

喪失処理前の記録から、平成５年７月７日において、Ａ社が適

用事業所としての要件を満たしていたと認められることから、当該適用事業

所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

さらに、遡及
そきゅう

して喪失処理された者の中には、厚生年金保険の資格を喪失

した後の期間であるにもかかわらず、厚生年金保険料が控除されていたこと

を、給与明細により確認できた者もいる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年 12 月 31 日に資



                      

  

格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る記録は

有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、５年３月１

日であると認められる。 

また、平成４年 12 月から５年２月までの標準報酬月額については、４年

11月の社会保険事務所の記録から、９万 2,000円とすることが妥当である。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 840  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、平成５年７月７日で

あると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

また、平成４年 12 月から５年６月までの標準報酬月額については 24 万円

とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 12月 31日から５年９月１日まで 

申立期間は、Ａ社に勤務し、厚生年金保険料も控除されていたので、こ

の期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録により、申立人が、平成５年７月 25 日まで、Ａ社に継続し

て勤務していたことが確認できる。 

また、社会保険事務所の記録では、申立人は、平成４年 12 月 31 日に厚生

年金保険の被保険者資格を喪失しているが、その処理がされたのは、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった５年３月 26 日より後の同年７月７日

であり、当該事業所において、申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格

を喪失している者の記録の中には、申立人と同様、５年７月７日に、遡及
そきゅう

し

て資格喪失の処理がなされたものが複数認められる。 

さらに、遡及
そきゅう

喪失処理前の記録から、平成５年７月７日において、Ａ社が

適用事業所としての要件を満たしていたと認められることから、当該適用事

業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

加えて、遡及
そきゅう

して喪失処理された者の中には、厚生年金保険の資格を喪失

した後の期間であるにもかかわらず、厚生年金保険料が控除されていたこと

を、給与明細により確認できた者もいる。 

一方、申立期間のうち、平成５年７月７日から同年９月１日までの期間に

ついては、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所であったとする理由は認



                      

  

められず、厚生年金保険料が控除されていたことを示す給与明細等の資料も

無いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年 12 月 31 日に資

格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る記録は

有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、適用事業所

でなくなった旨の処理が行われた５年７月７日であると認められる。 

また、平成４年 12 月から５年６月までの標準報酬月額については、４年

11月の社会保険事務所の記録から、24万円とすることが妥当である。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 841  

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から 11年 11月 29 日まで 

平成７年 10 月１日から 11 年 11 月 29 日までの私の標準報酬月額は最高

等級であったはずだが、９万 2,000円となっている。 

当時、未納保険料に充当するとして、Ａ社会保険事務所の職員に標準報

酬月額の引き下げを勧められたが、自分で届出をした覚えが無く、未納保

険料については、裁判所への供託金から配当してもらうつもりだったので、

この措置に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録においては、当初、申立人の

申立期間の標準報酬月額は、申立人が主張する 98 万円（健康保険の最高等級

標準報酬月額、厚生年金保険については 59 万円が最高等級標準報酬月額）と

記録されていたが、当該事業所が適用事業所に該当しなくなった日（平成 11

年 11 月 29 日）の後の 12 年２月７日付けで、７年 10 月１日から 11 年 11 月

29日までの標準報酬月額が９万 2,000円に遡及
そきゅう

して引き下げられている。 

また、申立人は、「私は、当該事業所の代表取締役であったが、標準報酬

月額を遡及
そきゅう

して引き下げる手続をした覚えが無い。」、「裁判所の供託金は、

債務が過大であったため、一切戻ってこなかった。」、「標準報酬を引き下

げることは、私にとって、何の利益にもならない。」と供述している。 

さらに、申立人が提出した当時のＡ社会保険事務所徴収課長の手によるも

のと認められるメモ（社会保険事務所の用紙が使用されている。）には、

「必要事項が既に記載済みであり、申立人は押印するのみの標準報酬月額を

遡及
そきゅう

して引き下げる届出書が送付されたこと」、「裁判所の供託金から配当



                      

  

を受けるための手続には、社会保険事務所は参加しないこと」、「供託金が

戻ってきた際にも滞納保険料の納付義務が無いこと」が記載されており、当

該メモが作成された時点において、申立人が標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理に

同意しておらず、社会保険事務所が、申立人にも遡及
そきゅう

訂正処理をすることで

利益があることをもって、遡及
そきゅう

訂正処理の同意を促していることがうかがえ

る。 

さらに、Ｂ社会保険事務局及びＡ社会保険事務所は、「当該事業所に関す

る資料が保存されていないこと、平成 20 年９月 30 日に当該職員が退職し、

その所在を把握していないこと、及び当該メモについて何らの意見も無いこ

と」を回答している。 

これらの事実から、申立人の「当時の状況下で、標準報酬月額の引き下げ

に係る届出をするはずが無い。」との供述はきわめて信憑
しんぴょう

性が高く、社会保

険事務所が申立人の同意を得ることなく、標準報酬月額の記録訂正処理を行

い、申立人は当該処理には関与していなかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、かかる訂正処理を行う合理的な理由は無く、

申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められ

ず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出た、平成７年 10 月から 11 年 10 月までは 59 万円と訂正することが

必要であると認められる。 

  

 

 

 

 



千葉国民年金 事案 1439 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年２月から 49年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年２月から 49 年 12 月まで 

    私は、20 歳の誕生日の昭和 43 年３月に、区役所で国民年金の加入手

続を行い、区役所から郵送された納付書によりその後１か月も欠かさず

国民年金保険料を自宅のそばの郵便局で納付していたので、申立期間の

保険料が未納となっているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、20 歳になった昭和 43 年３月に国民年金の加入手続を行い、

その保険料は、区役所から郵送された納付書により自宅近くの郵便局でそ

の年度内に納付（現年度納付）していたと主張している。 

しかし、実際に申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、昭

和 44 年３月４日であって、約１年の隔たりがあり、申立人の主張する時期

に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も無い。 

また、Ａ区で国民年金の保険料が納付書方式になったのは昭和 45 年４月

からであるので、申立人の主張は、申立期間当初の２年間の保険料の納付

方法が異なっている上、申立期間の月額保険料は、200 円ないし 900 円で

あるところ、申立人が記憶するという月額保険料は数千円であり、著しく

異なっており、申立内容は不自然である。 

そこで、申立人に対する意見陳述を実施し、国民年金の加入手続、保険

料の納付状況等について質問し、申立期間当時の具体的な事情を聴取した

ものの、申立てを是認できるような新たな事実は得られなかった。 

さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

通帳等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる事情も見当たらないので、83 か月という長期の申立期間にわたり保険



料を納付したのにその収納の記録がされていなかったと考えるのは不自然

である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1440 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年７月から 59年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年７月から 59 年４月まで 

私は、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、昭和 58 年７月から 59

年４月までの国民年金保険料は、妻が私と二人分を一緒に銀行で納付し

たはずであり、未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、夫婦一緒に国民年金

保険料を納付していたと主張しているが、申立人が所持している国民年金

手帳には、昭和 55 年 10 月４日資格喪失、59 年５月９日任意加入で再取得

と記載されているので、申立期間は未加入期間で国民年金保険料を納付で

きない期間である。 

また、申立人自身は、保険料の納付に関与しておらず、申立人の妻も申

立人の国民年金の加入状況、保険料の納付状況等が明確ではない。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人の国民年金の未加入期間は、申立期間を含

め７期間存在する。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1441 

                              

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年４月から 48年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年４月から 48 年１月まで 

     国民年金に加入したとき、金額的に国民年金保険料を納付できると思

ったので日々忘れることなく保険料を納付してきた。老後のことを考え

て 65 歳まで保険料を納め続けてきたのに申立期間の昭和 44 年４月から

48 年１月までが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の払出しは、社会保険庁の国民年金被保

険者台帳及び年金記録から昭和 43 年４月であることが確認でき、同月に資

格取得し 44 年４月に資格喪失している。その後、申立人が所持する年金手

帳に 48 年２月９日に国民年金の被保険者資格を任意で取得していること

が記載され、年金記録にも同日に被保険者資格を任意で取得していること

が記載されており、その記録は一致している。その上、申立期間は任意加

入の対象となる未加入期間であることから国民年金保険料を納付すること

ができない期間である。 

   また、国民年金被保険者台帳及びＡ市が保管する国民年金被保険者名簿

にも申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせる記録が見当

たらない上、申立人が記憶している保険料の納付金額及び納付時期は具体

的ではない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）も無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 1442  

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 40年８月から 41年３月までの国民年金保険料については、

被保険者となりうる期間ではないことから、年金記録の訂正を行うことは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年８月から 41 年３月まで 

私は家業を手伝っていたので昭和 35 年 10 月、父と一緒に国民年金に

加入した。私はその直後の 36 年５月に就職し厚生年金保険に加入した

が、父は 41 年７月まで私の国民年金保険料を納付し続けた。その後、

厚生年金保険との二重納付が判明したので、41 年５月に 36 年５月から

40 年７月までの保険料 51 か月分が還付され、平成 21 年２月に昭和 41

年４月から同年７月までの保険料４か月分が還付されたが、40 年８月か

ら 41 年３月までの保険料が還付されていない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年５月から厚生年金保険に加入したが、父が 41 年７

月まで申立人の国民年金保険料の納付を続けたと申述しており、当該期間

のうち 36 年５月から 40 年７月までの期間及び 41 年４月から 41 年７月ま

での期間については、納付された保険料が還付された事実が確認でき、申

立人の父が当時、申立人の保険料を納付していたことがうかがえる上、申

立期間は当該還付された期間の狭間の期間であり、申立期間のみ納付しな

かったとするのは不自然である。 

また、申立人の国民年金手帳の昭和 40 年８月から 41 年３月までの国民

年金印紙検認記録欄に検認印は押されていないが、41 年４月から同年７月

までの国民年金印紙検認記録欄については前納により納付したことを示す

検認印が確認でき、このことについてＡ社会保険事務所は、申立期間当時

の前納は通常１年ぐらいとなるため、40 年８月から 41 年３月までの当該

期間については検認印の押し漏れが考えられるとしている上、社会保険庁



の記録を前提とすると、申立人の記録は、昭和 40 年度について一部が納付

済であり、かつ、手帳の検認記録からも 41 年度の途中まで前納しており、

本来特殊台帳が保存されていなければならないが、特殊台帳が保存されて

いないなど行政側の記録管理が適正に行われていなかった可能性がうかが

える。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金相当額を納付していたものと認められる。 

しかしながら、申立期間は厚生年金保険の被保険者であり、国民年金の

被保険者となり得る期間でないことは明らかであることから、この期間の

記録の訂正を行うことはできない。 



千葉国民年金 事案 1443  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年７月から 39年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年７月から 39 年３月まで 

    昭和 39 年 10 月ごろ、私の事業所に来た市役所の職員から国民年金の

説明を受け、私は、国民年金に加入した。同年 10 月、店に来た市の集

金人に昭和 39 年度分を一括納付し、40 年 10 月に 40 年度分を一括納付

した。その際、納付書は無かったが、市の集金人に申立期間の保険料を

過年度納付した。保険料を納付したのに未納とされているのは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 40 年 10 月 18 日に市の職員である集金人に昭和 40 年度

の国民年金保険料を現年度納付した際に、申立期間の保険料をさかのぼっ

て納付したと主張しているが、申立期間のうち 38 年６月以前の期間につい

ては時効により納付することができない上に、別の国民年金手帳記号番号

が払い出された形跡も見当たらない。 

また、申立期間当時、市から委嘱された国民年金委員である集金人は、

現年度保険料だけを収納し、過年度保険料を徴収することは無かったこと

が確認でき、本来、納付書に基づいて納付しなければならない申立期間の

過年度保険料について、申立人は市の集金人に納付した際、納付書は無か

ったと述べていることからも、申立内容には不自然さがうかがわれる。 

さらに、申立人が、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）も無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 1444  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 36 年４月から 39 年３月まで 

    私は、昭和 35 年９月に生まれた長女を背負い、同年暮れか 36 年の初

めにＡ会館で行われた国民年金の説明会に参加した直後、任意加入であ

ることを承知の上、Ｂ市Ｃ支所で国民年金の加入手続をし、国民年金保

険料を納付していたのに申立期間が未加入となっているのは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年の初めに国民年金の加入手続を行ったと主張してい

るが、申立人の国民年金手帳記号番号の払出日が昭和 39 年４月以降である

ことが社会保険庁の被保険者台帳で確認できる上、Ｄ社会保険事務所で国

民年金制度発足以降、Ｂ市において払い出された手帳記号番号約２万

5,000件を縦覧調査したが 39年４月までに申立人の氏名により払い出され

た番号は存在していないことから、申立期間は未加入期間と言わざるを得

ず、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、申立期間当時は任意加入対象者であったことから国民

年金保険料をさかのぼって納付することもできないため過年度納付するこ

ともできない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1445 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54年４月から 59年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年４月から 59 年３月まで 

    私は、昭和 61 年７月ごろ、当時住んでいたＡ市の職員に今なら免除期

間の国民年金保険料を納めることができると言われ、市役所で５年分の

納付書をもらって 61 年から平成２年までの間に納付したのに、いまだ

に免除期間となっていることに納得いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 61 年７月ごろ、申請免除期間（72 か月）のうち５年分

の追納の納付書をＡ市役所で発行してもらい、61 年から平成２年にかけて

毎月、同市役所Ｂ支所で納付していたと主張しているが、追納の納付書は

社会保険事務所が発行しており、納付は金融機関か社会保険事務所の窓口

で行うこととされていることから、申立人の主張には不自然さが見受けら

れる。 

また、申立期間について保険料を追納したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間について保険料が追納されていた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金料を納付していたものと認めるこ

とはできない。  



千葉国民年金 事案 1446 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年 12月から 57年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年 12 月から 57 年２月まで 

    私が 20 歳になったときから、父が国民年金保険料を払ってくれており、

昭和 36 年 12 月に結婚してからも、夫が年金をもらうとき多い方が良い

と勧めたので、任意加入し自分で保険料を払ってきた。申立期間の保険

料は、会社を辞めた後、Ａ市役所Ｂ支所の窓口でまとめて納めたはずで

あり、未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する国民年金手帳の記載及びＡ市が保管する申立人の国民

年金被保険者名簿により、申立人は、昭和 57 年３月３日に任意加入被保険

者資格を再取得したことが確認でき、同被保険者名簿には、同年４月 12

日に申立人に国民年金手帳を送付した旨の記載があり、申立人が同年３月

３日に任意加入の手続を行ったこととも符合する。 

   また、申立人は、昭和 56 年 12 月 19 日にそれまで勤めていた会社を退職

後、いつ国民年金の任意加入手続を行ったかについての記憶があいまいで、

「年末には手続に行っていないかもしれない。」とも述べており、ほかに

56 年 12 月に任意加入手続を行ったことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

   さらに、申立人は、昭和 57 年３月にＡ市役所Ｂ支所で、申立期間の保険

料をまとめて納付したと主張しているが、任意加入被保険者は、制度上、

加入手続以前にさかのぼって保険料を納付することはできない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1447  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 44年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 44 年３月まで 

国民年金制度が発足した昭和36年４月から申立期間の保険料を納付し

たので、未納記録となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入被保険者の加入時期か

ら、申立人は、昭和 46 年５月ごろに国民年金の加入手続を行ったことが推

認でき、申立人が所持する国民年金手帳の記載により、国民年金制度の適

用事務開始日である 35 年 10 月１日にさかのぼって強制で被保険者資格を

取得したことが確認できる。 

また、申立人は、申立期間において、Ａ区、Ｂ県Ｃ市及びＤ区に転居し

たと供述しているが、各転居地を管轄する社会保険事務所が保管する個人

別国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧の結果、申立人に別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる状況は見当たらない。 

さらに、申立人は、国民年金制度開始当時から国民年金保険料を納付し

ていたと主張しているが、申立人が加入手続を行ったと推認できる昭和 46

年５月の時点で、申立期間は時効により保険料が納付できない期間であり、

申立人は、時効直前の 44 年４月から過年度納付したことが推認できる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



千葉国民年金 事案 1448 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43年３月から 44年３月までの期間及び 45年４月から 46年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月から 44年３月まで 

② 昭和 45年４月から 46年３月まで 

    私は、昭和 46 年８月ごろ、金額は覚えていないが、Ａ市Ｂ区役所で国民

年金の未納分を 43年３月から 46年３月まで、３年分まとめて納付したにも

かかわらず、43年３月から 44年３月までの期間及び 45年４月から 46年３

月までの期間の国民年金が未納になっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間の国民年金保険料を昭和 48 年８月ごろ、特例納付したと

主張しているところ、事実この期間は第１回目の特例納付期間内であったが、

申立人の特例納付についての記憶はあいまいであり、配偶者に特例納付のこと

を確認しても、特に情報を得ることができず、申立人の主張を裏付ける事情は

得られなかった。 

   また、申立人は、特例納付した保険料の金額を覚えていない上、申立期間の

保険料を特例納付したことを示す関連資料（預金通帳、確定申告書等）が無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

   さらに、申立人の国民年金保険料収納記録には、電算化後の平成 14 年６月

11 日に追加処理された記録を除くと、同一年度内に納付済みと未納とが混在

する年度が無く、その他特殊台帳を作成する要件に該当する記録も無いことか

ら、電算化に伴い作成されるとされた特殊台帳が申立人に作成されなかったこ

とをもって行政側の記録管理に不備があったとまではいえない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 842 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年８月から 48 年４月まで 

    私は、昭和 46 年８月から 48 年４月までの期間はＡ社に勤務し、厚生

年金保険に加入していたはずなのに、社会保険庁の記録では厚生年金保

険の被保険者となっていない。申立期間も、厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の事業主の回答書から、申立人が申立期間当時、同社に勤務してい

たことは推認することができる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所となったのは昭和 48 年５月１日であり、申立期間当時は、厚生年

金保険の適用事業所とはなっていない。 

また、事業主による回答文書でも「当社は、社会保険の加入は、昭和

48 年５月からなので申立人が勤務していた時期は社会保険料を控除して

いない。」と回答している。 

さらに、申立人が申立期間において、事業主により厚生年金保険料を控

除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は無く、申立期間に

おける申立人の雇用保険の加入記録も無い。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。



                      

  

千葉厚生年金 事案843  

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年11月１日から43年５月１日まで 

    私は、昭和42年11月１日から43年４月30日まで、Ａ社で働いていたが、

その期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同じ条件で働いていた同僚に

は同事業所での厚生年金保険の加入記録があるので、私の加入記録をよく

調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元同僚の証言により、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたこと

は推認できる。 

しかし、申立人自身も一緒に働いていたと説明している当該元同僚は、社

会保険庁の記録により、申立人が退職した昭和43年４月30日から約６か月後

の同年11月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認で

き、当該事業所では、厚生年金保険の加入について、従業員ごとに異なった

取扱いをしていた状況がうかがえる。 

また、当該事業所は、昭和44年10月25日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、事業主は既に他界し、申立期間における申立人の勤務実態が

不明である。 

さらに、社会保険事務所が保管する当該事業所の被保険者名簿により、申

立期間において被保険者資格を取得した者が５人いるが、これらの健康保険

整理番号は連番で欠番は無く、申立人の氏名は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 844 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18年６月１日から 19年６月１日まで 

    私は、昭和 17 年４月１日から 20 年８月 15 日までＡ社Ｂ工場に継続して

勤務していたが、社会保険庁の記録では 18 年６月１日から 19 年６月１日

までの期間の記録が欠落している。会社で健康診断を受けたときの体力手

帳の写しを添付するので、申立期間において被保険者であったことを認め

てもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する体力手帳（厚生省（当時）発行）の記載により、申立人

が申立期間においてＡ社Ｂ工場に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿により、申立人が昭和 18 年６月１日に被保険者資格を喪失後、19

年６月１日に再取得していることが確認できるところ、当該事業所が保管す

る「退職記録」には、申立人が 18 年６月１日に「登用」という理由により退

職した旨の記載があり、社会保険事務所の記録と符合している。 

また、事業主は、「当該「退職記録」には昭和 18 年６月１日付けで「登

用」により退職した者が申立人を含み 38 人いるが、「登用」の意味は不明で

あり、ほかに申立期間当時の雇用実態を確認できる資料は無い。」と回答し

ている。 

さらに、申立人は、当時の同僚についての記憶が無く、申立期間当時に当

該事業所で被保険者であった複数の元同僚は、申立人のことを記憶しておら

ず、申立人の勤務実態が不明である。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 845 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年１月１日から７年８月 31日まで 

私の平成３年１月から６年 10 月までの期間の標準報酬月額が８万円に、

６年 11 月から７年７月までの期間の標準報酬月額が９万 2,000 円に下げ

られているが、当時の月収は約 100万円であり、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成７年８月 31 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっているが 、社会保険庁の電算記録により、その翌々月の同年 10 月４

日付けで、申立人の同社における厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、３

年１月から６年 10 月までの期間については 53 万円から８万円に、同年 11 月

から７年７月までの期間については 59 万円から９万 2,000 円に、それぞれさ

かのぼって訂正されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、当該事業所の代

表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、社会保険事務所による質問応答書（平成 20 年 12 月３

日）において、申立期間において社会保険料の滞納があり、「社会保険事務

所に相談に行った際、事業主の報酬を引下げて滞納分に充当しましょうと言

われた。」と回答し、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなる旨

の手続は自ら行ったと説明している上、社会保険事務所では「標準報酬月額

の遡及
そきゅう

訂正処理を行う場合、必ず会社の代表者印が押された届書を提出する

必要がある。」と説明していることを踏まえると、代表取締役である申立人

が当該遡及
そきゅう

訂正処理に関与していないとは認め難い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

代表取締役である申立人が自らの標準報酬月額の訂正処理に関与しながら、

当該処理が有効なものでないと主張することは、信義則上許されず、申立人

の申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正する必要は認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 846 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

私のＡ事業所Ｂ支部での厚生年金保険の被保険者資格喪失日が昭和

46 年９月 30 日、同事業所本部での資格取得日が同年 10 月１日になっ

ており、厚生年金保険の加入期間が１日欠落しているが、申立期間も継

続して勤務していた。過去に異議を申し立てたが、時効により受け付け

てもらえなかったため、再度加入期間の訂正をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主が保管する人事異動通知書、雇用保険の加入記録及び複数の同僚

の証言により、申立人が申立期間においてＡ事業所に継続して勤務してい

たこと（昭和 46 年 10 月１日に同事業所Ｂ支部から同事業所本部に異動）

は認められる。 

しかし、事業主は、Ａ事業所では、申立期間を含む昭和 58 年４月以前

は、従業員の給与から厚生年金保険料を控除しておらず、全額を事業主が

負担していたと回答しており、Ｃ労働組合も、58 年４月以前は従業員の

給与から厚生年金保険料は控除されていなかったと説明している上、事業

主から提出された「Ａ事業所とＣ労働組合との覚書」（58 年４月 28 日付

け）により、58 年５月から一定の割合で、厚生年金保険料及び雇用保険

料を職員から徴収することとなったことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る保険料を事業主に

より控除されていたと認めることはできない。 

なお、申立人の資格喪失日について、事業主が昭和 46 年 10 月１日と届

け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年９月 30 日と誤って



                      

  

記録することは考え難いことから、事業主が同年９月 30 日を資格喪失日

として届け出たものと推認できるが、「厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律」（平成 19 年法律第 131 号）第１条によ

り、年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行う機関から「事業主が

被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該

被保険者に係る保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場

合」に該当するとの意見があった場合には、社会保険庁長官は、当該意見

を尊重し、当該被保険者の年金記録を訂正することとされているところ、

申立人は、申立期間に係る保険料を事業主により控除されていたとは認め

られないことから、当該法律に基づく記録訂正の対象とはならない。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案847 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年から41年まで 

    私は、昭和40年ごろから41年ごろまでＡ社Ｂ作業所に勤務していた。

当時の写真も残っており、当該事業所に勤務していたことは確かである

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持するＡ社Ｂ作業所前で撮影した写真及び元同僚の証言によ

り、申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

また、雇用保険の加入記録では、事業所名は不明であるが、事業所番号

からＣ公共職業安定所管内の事業所における「昭和40年５月８日資格取得、

41年２月28日離職」の記録が確認でき、当該事業所の雇用記録であると推

認できる。 

しかし、現在の事業主及び元同僚の証言から、申立人は現場で採用され

た有期雇用者であったことが推認できる上、申立人が申立人と同じ仕事を

していた者として名前を挙げた元同僚Ｄについても、上述の元同僚は、

「Ｄも現場採用の有期雇用者であった。」と説明しているところ、申立人

及び元同僚Ｄには、当該事業所における厚生年金保険の加入記録が無いこ

とから、当該事業所においては、申立期間当時、現場採用の有期雇用者に

ついては厚生年金保険に加入させない取扱いをしていたことがうかがえる。 

また、事業主は、「当社で保管する昭和40年から41年ごろの被保険者台

帳を確認したが、申立人の名前は見当たらない。」と回答している上、社

会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

を申立期間について縦覧したが、健康保険証番号は連番で、申立人の名前

は無い。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 848 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20 年９月から 24 年７月 21 日まで 

    私は、高等尋常小学校卒業後から終戦まで勤務していたＡ事業所を解

雇された後、昭和 20 年９月にＢ事業所（現在は、Ｃ事業所）に入り、

24 年７月 21 日まで勤務した。この期間を厚生年金保険加入期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立内容及び同僚の証言から、申立人が、申立期間において、

Ｂ事業所に継続して勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、社会保険事務所が保管するＢ事業所の厚生年金保険被保

険者名簿では、昭和 19 年 10 月２日から 24 年 10 月 31 日までの期間に厚

生年金保険の被保険者資格を取得した者はいない。 

また、申立人から氏名の挙がった５人の同僚は、昭和 20 年４月から 24

年４月の間にＢ事業所に就職したと述べているが、上記名簿によると５人

全員の厚生年金保険の資格取得日は、24 年 11 月１日であることが確認で

きることから、当該事業所では 19 年 10 月から 24 年 10 月までの間に採用

した者については、理由は不明であるが、24 年 11 月１日まで厚生年金保

険の被保険者資格を取得させなかったものと推認される。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 849 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年４月から同年７月まで 

私は、昭和 61 年４月から同年７月までの間、Ａ社に勤務し、厚生年

金保険被保険者となっていたと考えていたのに、この期間が厚生年金保

険被保険者となっていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保有するＡ社との雇用契約書等から、申立人が申立期間におい

て当該事業所に継続して勤務したことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録により、Ａ社は、昭和 61 年８月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所となって

いないことが確認できる。 

さらに、申立人は、社会保険庁の記録により、昭和 61 年４月から国民

年金に第３号被保険者として加入していることが確認できる。 

加えて、Ａ社の事業主は、申立期間当時の書類は保存期限を過ぎている

ため勤務実態等を確認することができないと回答している上、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これら申出内容及びこれまでの収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 850 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年３月から同年 11 月まで 

② 昭和 38 年１月から同年２月まで 

③ 昭和 38 年６月から 39 年５月まで 

私は、申立期間①及び②についてはＡ社に勤務し、また申立期間③に

ついてはＢ社に勤務し、厚生年金保険被保険者となっていたと考えてい

たのに、この期間が厚生年金保険被保険者となっていないことに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①及び②については、同僚の証言から、申立人が昭和 37 年８

月からＡ社に継続して勤務していたことは推認できるが、同年 12 月以降

いつまで勤務したかの証言を得ることはできなかった。 

また、社会保険事務所の記録により、Ａ社は、昭和 37 年 12 月１日に厚

生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①は適用事業所となって

いないことが確認できる。 

さらに、申立人は同僚の名前を記憶しておらず、Ａ社の事業主は既に死

亡していることから、申立内容に関する事実関係を聴取することができな

い。 

申立期間③については、申立人の申立内容から申立期間にＢ社において

継続して勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録により、Ｂ社は、昭和 39 年６月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間③は適用事業所となっ

ていないことが確認できる。 

また、申立人が名前を挙げた同僚及び事業主の所在が不明のため、申立



                      

  

人の申立期間の勤務実態等を聴取することができない。 

さらに、事業主（申立人の実兄）のＢ社における厚生年金保険加入期間

は、適用事業所となった昭和 39 年６月１日から適用事業所でなくなった

42 年３月 13 日までであり、申立人の厚生年金保険の被保険者資格取得日

及び資格喪失日と一致している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申出内容及びこれまでの収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 851 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32 年９月から 34 年１月まで 

    私は、昭和 32 年９月からＡ社に入社し、34 年１月に退社した。しか

し、この期間が、厚生年金保険被保険者期間とは認められないとＢ社

会保険事務所より回答を受けた。納得がいかないので、再調査をお願

いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社に入社し、Ｃ（作業）を行っていたと

主張しているが、事業主は、申立期間当時の資料が残っていないため、申

立人の雇用実態及び保険料控除の実態は不明と回答している。 

また、申立人が同僚として名前を挙げた３名中２名は死亡、１名は療養

中であり、このほかの同僚も連絡先が不明であることから、申立内容につ

いての事実関係を聴取できない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において、資格取得者に申立人の氏名は無く、整理番号に欠番は無

い。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

   これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 852  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年２月３日から同年 11 月１日まで 

私は、昭和 35 年２月３日からＡ社に勤務していたが、同社が厚生年

金保険の適用事業所となった同年 11 月１日までは、Ｂ社に籍をおき、

同社から給料をもらい厚生年金保険料を支払っていたはずなのに、この

期間が厚生年金保険被保険者期間となっていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間においてＢ社に在籍していたと主張しているが、社

会保険事務所が保管するＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には申

立人及び申立人が同僚として名前を挙げた５人全員の記録が無い。 

また、Ｂ社の事業主は、申立期間当時の関係資料が無いため、申立人の

雇用実態及び保険料控除の実態は不明としている上、申立人は、昭和 35

年 10 月１日からＡ社の雇用保険被保険者となっていることが確認できる。 

 さらに、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の関連資料が無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 853 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年４月１日から同年９月１日まで 

② 昭和 38 年５月 10 日から 39 年４月 10 日まで 

昭和 37 年４月１日から同年９月１日までの期間は、Ａ市ＢのＣ事業

所に勤務していた。また、38 年５月 10 日から 39 年４月 10 日までの期

間は、Ｄ事業所（現在は、Ｅ社）で勤務していた。申立期間は、いずれ

も厚生年金保険に加入していたと思うので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、Ｃ事業所の所在地や勤務状況を具

体的に記憶している上、同事業所の隣にあった商店の息子と結婚したと

説明していることから、同事業所に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、社会保険事務所の記録により、Ｃ事業所は、厚生年金保険の

適用事業所としての確認ができない上、同事業所の所在地を管轄する法

務支局では、「Ｆ（Ｃ事業所名の一部）」と付く商号及び類似商号の商

業登記の記録は無いと回答している。 

    また、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間②については、Ｅ社は、申立期間当時の記録が残っていない

ため、申立人の勤務実態は不明であると回答している。 

また、申立人は、同僚等の氏名を覚えておらず、申立人の勤務状況に

ついて証言を得ることはできない上、社会保険事務所が保管するＤ事業

所の申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名

は見当たらない。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



                      

  

千葉厚生年金  事案854 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住  所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 平成２年８月１日から９年６月23日まで 

私のＡ社での給与は、平成２年から７年９月までは70万円から80万円ぐ

らい、同年10月以降は69万円ぐらいだった。同社の全喪日以後に標準報酬

月額が変更され、２年８月から９年５月までの標準報酬月額が低くなって

いるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成９年６月23日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている

が、社会保険庁の電算記録により、同日付けで申立人の標準報酬月額の記録

が２年８月から６年10月までの期間については53万円から８万円に、同年11

月から９年６月までの期間については59万円から９万2,000円に、それぞれ

さかのぼって訂正されていることが確認できる。 

しかし、当該事業所の閉鎖登記簿謄本及び本人の供述により、申立人は、

申立期間当時、当該事業所の総務経理担当の取締役であったことが確認でき

る。 

また、申立人は、社会保険事務所による質問応答書（平成21年１月29日）

及び当委員会の調査において、社会保険事務所に出向いて社会保険料の滞納

のことについて話し合った結果、差押えを回避するために、役員の標準報酬

月額を下げ、適用事業所でなくなる届出を行ったと回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

総務経理担当の取締役である申立人が自らの標準報酬月額の減額処理に同意

しながら、その処理が有効なものではないと主張することは、信義則上許さ

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正する必要は認めら

れない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年５月１日から同年 11 月１日まで 

私は、昭和 43 年３月からＡ社（現在は、Ｂ社）に正社員として本採

用され、53 年５月に退職するまで継続して勤務していた。社会保険庁

の記録では、43 年５月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、同

年 11 月１日に再取得していることになっているが、申立期間も同社に

勤務しており、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所の記録により、申立人が申立期間の前後において、Ａ社

に勤務していたことは認められるが、複数の元同僚に照会しても申立期

間において申立人が勤務していたことまでの証言を得ることはできなか

った。 

   また、当該事業所が保管する、健康保険厚生年金保険被保険者資格の得

喪に係る確認通知書によると、社会保険事務所の記録どおりに、申立人

が昭和 43 年３月８日に資格を取得し、同年５月１日に資格を喪失してい

ること、及び同年 11 月１日に資格を再取得し、53 年６月１日に資格を喪

失していることが確認できる。 

さらに、雇用保険の加入記録においても、申立人は、昭和 43 年 11 月

１日にＢ社で資格を取得し、53 年５月 31 日離職していることが確認でき、

厚生年金保険の記録と符合している。 

加えて、申立人は、申立期間を含む昭和 36 年４月１日から当該事業所

において厚生年金保険に加入する 43 年 11 月１日まで、国民年金に加入

し、国民年金保険料を納付している（申立期間直前の当該事業所におけ

る厚生年金保険の記録は平成７年になって判明し、同年６月 21 日に国民



                      

  

年金保険料が還付されている。）。 

このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 856 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 33 年６月 23 日から 35 年１月１日まで 

私は、 昭和 32 年３月に中学を卒業してから約２年間、Ａ社に勤務し

た。平成 20 年の社会保険庁からの通知では、昭和 33 年６月 23 日に厚

生年金保険の資格を喪失したことになっているが、申立期間も確かに

勤務したはずなので被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録により、申立人が申立期間前に、Ａ社に勤務して

いたことは認められるが、複数の元同僚に照会しても申立期間において申

立人が勤務していたことまでの証言を得ることはできなかった。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において、申立期間に被保険者資格を取得した者の健康保険整

理番号は連番で欠番は無く、申立人の氏名は無い。 

さらに、当該事業所は、昭和 38 年９月１日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっており、当時の事業主は既に他界していることから、申立期

間当時の勤務実態が不明である上、ほかに申立人の申立期間における厚生

年金保険控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 857 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につ

いては、訂正する必要は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年１月１日から 63 年 10 月１日まで 

    私の昭和 62 年１月１日から 63 年 10 月１日までの標準報酬月額は、

社会保険事務所からの指示及び強要により、実際よりも低い標準報酬月

額で届出をした記録であるので、正しい標準報酬月額に訂正願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録では、申立人のＡ社における標準報酬月額は、昭和

62 年２月 10 日、同年４月 15 日及び同年９月８日に月額変更の処理が行

われ、段階的に標準報酬月額が減額されていることが確認できるものの、

さかのぼった訂正処理等の不自然な点は見当たらない。 

一方、申立人は、「社会保険事務所の職員から、標準報酬月額を減額

調整して当該事業所の滞納保険料に充当する必要がある旨の説明を受け

た。社会保険事務所からの指示及び強要である。」と主張しているとこ

ろ、社会保険事務所が保管する当該事業所の滞納処分票の指導記録によ

り、申立人が申立期間及びその前後の期間において複数回にわたり、同

社の厚生年金保険料の滞納について、社会保険事務所の職員と話し合い

をしていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、当該事業所の商業登記簿により、申立期間当

時、当該事業所の取締役であったことが確認できる上、「総務及び人事の

業務を担当しており、自らの標準報酬月額の減額について同意し、届出を

した。」と供述している。 

さらに、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律」（平成 19 年法律第 131 号、以下「厚生年金特例法」という。）第

１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）が、当該事業主が厚生年



                      

  

金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態

であったと認められる場合については、同法に基づく記録訂正の対象とす

ることはできない旨規定されている。 

   これらを総合的に判断すると、仮に、申立期間について、申立人がその

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることができたとしても、申立人は、上記のとおり厚

生年金特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行

していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に

該当すると認められることから、申立人の申立期間における厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録については、訂正する必要は認められない。 

 


